
これからのまちづくりに当たり、 第６次茅野市総合計画の推進、 行財政改革における組織・機能の統合、 また、

丁寧でわかりやすい市民サービスの提供を図るために必要な組織改正を行います。

市役所の組織等が変わります
問　企画課　企画係　☎72-2101 （内線152）

総務 部

①「パートナーシップのまちづくり推進課」を「自治・協働課」に課名変更

生涯学習部から公民館の事務を移管し、地域コミュニティ支援と組織機能の一元化を図ることで、区・自治会

の支援体制を強化します。また、中央公民館と市民活動センターの連携を強化し、市民活動の支援体制を整理

します。なお、係の名称については、以下に変更します。

②生涯学習部から公民館の事務を移管

― 組織名称の変更、組織の再編 ―　変更点1

市民 環 境 部

変更前
議会棟  １階

令和8年3月30日から、 市役所５階北側事務室に

観光課が移動します。

観光課の旧事務室 （茅野市役所議会棟旧食堂） での

業務は、 令和8年3月27日 （金） までとなります。

庁舎  ５階

観光課
議会棟大会議室

変更後
庁舎  ５階

農業委員会
事務局

農林課
鳥獣被害対策室商工課

体制の変更時期：４月１日 （水）〜

― 観光課の移動、庁舎５階北側事務室の配置が変更 ―　変更点2

体制の変更時期：３月３０日 （月）〜

「防災課」を「危機管理防災課」に課名変更

地域コミュニティ係
（旧：コミュニティ推進係）

自治・協働課 （旧パートナーシップのまちづくり推進課）　

市民活動係
（旧：市民活動推進係）

公民館係
（旧：生涯学習部　中央公民館　教育係）

※引き続き、事務室は市民活動センター ※引き続き、事務室は中央公民館

農業委員会
事務局

農林課
鳥獣被害対策室

上下水道課

観光課商工課
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